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【手続補正書】
【提出日】平成25年1月7日(2013.1.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リチウムイオンの吸蔵・放出が可能な正極活物質を含む正極合剤を備える正極極板と、
リチウムイオンの吸蔵・放出が可能な負極活物質を含む負極合剤を備える負極極板と、非
水電解質と、内圧の上昇により作動する感圧式安全機構と、を備えた非水電解質二次電池
であって、
　前記正極活物質は、マンガン元素を１０～６１質量％含むリチウムマンガン複合酸化物
を含み、
　前記正極合剤は、炭酸リチウム又は炭酸カルシウムと、リン酸リチウムとを含み、
　前記非水電解質は、ビフェニル、シクロアルキルベンゼン化合物及びベンゼン環に隣接
する第４級炭素を有する化合物から選択される少なくとも１種からなる有機添加剤を含ん
でいることを特徴とする非水電解質二次電池。
【請求項２】
　前記正極合剤は、前記炭酸リチウム又は炭酸カルシウムを前記正極活物質の総質量に対
して０．１質量％以上５．０質量％以下含んでいることを特徴とする請求項１に記載の非
水電解質二次電池。
【請求項３】
　前記正極合剤は、前記リン酸リチウムを前記正極活物質の総質量に対して０．１質量％
以上５．０質量％以下含んでいることを特徴とする請求項１に記載の非水電解質二次電池
。
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【請求項４】
　前記非水電解質は、前記有機添加剤を０．１質量％以上５．０質量％以下含んでいるこ
とを特徴とする請求項１に記載の非水電解質二次電池。
【請求項５】
　前記非水電解質は、前記シクロアルキルベンゼン化合物としてシクロヘキシルベンゼン
を含むことを特徴とする請求項４に記載の非水電解質二次電池。
【請求項６】
　前記非水電解質は、前記ベンゼン環に隣接する第４級炭素を有する化合物としてｔｅｒ
ｔ－アミルベンゼンを含むことを特徴とする請求項４に記載の非水電解質二次電池。
【請求項７】
　前記非水電解質は、さらにビニレンカーボネートを１．５～５質量％含むことを特徴と
する請求項１～６の何れかに記載の非水電解質二次電池。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３５】
　また、本発明の非水電解質二次電池においては、前記正極合剤は、前記炭酸リチウム又
は炭酸カルシウムを前記正極活物質の総質量に対して０．１質量％以上５．０質量％以下
含んでいることが好ましい。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３７】
　また、本発明の非水電解質二次電池においては、前記正極合剤は、前記リン酸リチウム
を前記正極活物質の総質量に対して０．１質量％以上５．０質量％以下含んでいることが
好ましい。
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